
サービス付き高齢者向け住宅の登録の流れ
事業者 ⻑崎市

①事前相談 住宅政策室
相談

回答
※他の介護保険事業所を併設する場合、特定施設入居者
生活介護の指定を受ける場合及び定款等の変更等を行う場合は、
福祉総務課へご相談ください。

登
録
申
請
前 ②サービス付き高齢者向け

住宅情報提供システムに
登録内容を入力

登
録
申
請

③サービス付き高齢者向け
住宅登録申請（法第６条） 住宅政策室

提出

登録の拒否
（法第8条）

登録基準等に
適合しない場合

サービス付き高齢者向け
住宅の登録（法第7条）

登録基準等に
適合する場合

④登録通知書
を受領

登録通知書を送付

登
録
後

⑤登録事項等の
変更（法第9条）

登録事項に変更が
あった場合

住宅政策室

変更届出書の提出

⑥登録事項の変
更通知書を受領

サービス付き高齢者向け住
宅の変更の登録（法第9条）

変更事項が
登録基準等に
適合する場合

変更登録通知書
を送付

⑦登録の更新（法第5条）
※5年ごとに更新を受ける

更新申請書の提出 住宅政策室

⑧登録の更新完了

更新事項が登録
基準等に適合する
場合は更新通知書
を送付


